
１
０
５
７
万
円

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
影
響
に
よ
り
、
生
活
に
困

窮
す
る
世
帯
に
対
し
て
、
生
活

困
窮
者
自
立
支
援
金
を
支
給
す

る
。

支
給
額(

月
額
）

単
身
世
帯
＝
６
万
円

２
人
世
帯
＝
８
万
円

３
人
世
帯
＝
10
万
円

支
給
期
間

３
か
月

支
給
要
件

１
～
４
ま
で
全
て

満
た
し
て
い
る
世
帯
。

１

ど
れ
か
に
該
当
す
る
世
帯

⑴
総
合
支
援
金
の
再
貸
付
を
８

月
ま
で
に
借
り
終
わ
る
。

⑵
総
合
支
援
金
の
再
貸
付
が
不

承
認
に
な
っ
た
。

⑶
総
合
支
援
金
の
再
貸
付
を
相

談
し
た
が
申
し
込
み
に
至
ら
な

か
っ
た
。

２

収
入
が
⑴
＋
⑵
の
合
計
を

こ
え
な
い

⑴
市
民
税
の
均
等
割
が
非
課
税

と
な
る
収
入
額
の
１
／
12
。

⑵
生
活
保
護
の
住
宅
扶
助
基
準

額
。

３

資
産
が
、
市
民
税
の
均
等

割
が
非
課
税
と
な
る
収
入
額

(

年
額)

の
１
／
12
の
６
倍
以
下

(

た
だ
し
１
０
０
万
円
以
下
）

４

下
記
の
い
ず
れ
か
の
活
動

を
行
う
こ
と

⑴
職
安
で
求
職
活
動
を
行
う
こ

と
。

⑵
就
労
に
よ
る
自
立
が
困
難
で
、

こ
の
給
付
終
了
後
は
生
活
維
持

が
困
難
で
あ
る
た
め
、
生
活
保

護
の
申
請
を
行
う
こ
と
。

※

該
当
世
帯
数
34２

０
０
万
円

２
０
１
９
年
７
月
の
豪
雨
で
、

市
有
地
の
一
部
に
亀
裂
及
び
法

面
崩
壊
が
生
じ
、
地
質
調
査
測

量
、
動
態
観
測
・
解
析
業
務
を

行
っ
た
と
こ
ろ
、
地
滑
り
災
害

で
あ
る
こ
と
が
確
定
し
た
。
こ

の
災
害
復
旧
は
県
事
業
と
な
っ

た
。
し
か
し
、
当
該
災
害
箇
所

を
再
確
認
し
た
結
果
、
樹
木
倒

木
及
び
土
砂
流
出
の
危
険
性
が

見
込
ま
れ
る
た
め
、
当
該
住
民

の
市
営
住
宅
仮
移
転
と
樹
木
伐

採
等
の
応
急
対
策
工
事
を
行
う
。

２
０
１
８
年
に
は
国

保
会
計
の
累
積
赤
字
額

は
５
億
４
０
０
０
万
円

を
超
え
て
い
た
。
が
、

現
在
も
な
お
３
億
５
０

０
０
万
円
残
っ
て
い
る
。

こ
の
額
を
繰
上
充
用

す
る
補
正
予
算
案
（
地

方
自
治
法
第
１
７
９
条

に
よ
る
専
決
）
。

【
コ
ラ
ム
】

繰
上
充
用

歳
入
よ
り
歳
出
が

多
い
と
き
は
、
翌
年
度
の
歳
入

を
繰
り
上
げ
て
こ
れ
に
充
て
る

こ
と
。

専
決

法
第
１
７
９
条
と
第

１
８
０
条
に
よ
る
専
決
が
あ
る
。

前
者
に
よ
る
場
合
は
、
緊
急

を
要
す
る
時
に
す
る
が
、
議
会

の
承
認
が
必
要
に
な
る
。

後
者
の
場
合
は
、
あ
ら
か
じ

め
議
会
が
議
決
し
て
い
る
事
項

の
専
決
で
承
認
は
不
要
で
あ
る
。

質

取
扱
事
務
に
つ
い
て
、
住

宅
課
、
農
林
振
興
課
、
土
木
課
、

保
護
課
関
係
な
ど
は
本
庁
で
な

い
と
対
応
で
き
な
い
。
支
所
に

行
っ
た
市
民
が
、
本
庁
へ
と
言

わ
れ
る
。
車
移
動
で
な
い
人
は
、

市
バ
ス
や
デ
マ
ン
ド
バ
ス
の
乗

継
ぎ
、
あ
る
い
は
タ
ク
シ
ー
で

本
庁
ま
で
行
か
ね
ば
な
ら
な
ず
、

市
民
サ
ー
ビ
ス
が
低
下
し
て
い

る
。
解
決
方
法
は
な
い
か
。

平
川
人
事
秘
書
課
長

専
門
的

で
あ
り
対
面
が
必
要
な
場
合
は
、

日
時
設
定
を
す
る
な
ど
市
民
負

担
軽
減
を
図
る
よ
う
周
知
す
る
。

要
望

定
期
的
な
巡
回
も
検
討

願
う
。

質

ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
と
は
。

柴
田
子
育
て
支
援
課
長

家
事

や
家
族
の
世
話
、
障
が
い
者
の

介
護
な
ど
を
日
常
的
に
行
っ
て

い
て
育
ち
や
教
育
に
影
響
を
及

ぼ
し
て
い
る
18
歳
未
満
の
子
ど

も
の
こ
と
だ
。

質

実
態
を
調
査
す
べ
き
で
は

な
い
か
。

子
育
て
支
援
課
長

実
態
調
査

の
必
要
性
は
感
じ
て
い
る
が
、

時
期
は
未
定
だ
。

質

ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
に
つ
い

て
は
、
情
報
提
供
と
早
期
発
見

が
大
事
だ
。
ま
た
、
学
業
に
専

念
で
き
な
い
こ
と
は
、
子
ど
も

の
権
利
条
約
に
も
反
し
て
い
る
。

子
育
て
支
援
課
長

概
念
が
周

知
さ
れ
て
い
な
い
。
広
報
や
啓

発
が
必
要
と
考
え
て
い
る
。

質

デ
ー
タ
的
に
要
保
護
・
準

要
保
護
家
庭
の
児
童
生
徒
が
多

い
。
学
校
だ
け
で
な
く
関
係
各

課
の
支
援
が
必
要
で
は
な
い
か
。

子
育
て
支
援
課
長

家
庭
状
況

を
把
握
し
、
関
係
機
関
と
連
携

し
て
い
く
と
と
も
に
ス
ク
ー
ル

ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
や
ス
ク
ー

ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
が
相
談
に
応

じ
、
支
援
し
て
い
く
。

質

子
ど
も
の
権
利
条
約
に
基

づ
く
４
つ
の
権
利
が
守
ら
れ
、

子
ど
も
が
ケ
ア
を
担
わ
な
く
て

済
む
よ
う
な
支
援
を
求
め
る
。

木
本
教
育
長

ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー

問
題
に
つ
い
て
、
対
応
が
不
十

分
だ
。
子
ど
も
た
ち
の
権
利
が

保
障
さ
れ
る
よ
う
な
、
学
校
と

ま
ち
に
し
て
い
く
。

質

図
書
館
協
議
会
は
、
図
書

館
の
指
定
管
理
者
制
度
導
入
を

承
知
し
て
い
る
か
。

末
永
生
涯
学
習
課
長

承
知
し

て
い
る
。

質

指
定
管
理
者
制
度
下
の
館

長
は
ど
う
す
る
。

生
涯
学
習
課
長

館
長
は
教
育

委
員
会
が
、
特
別
職
と
し
て
任

命
す
る
。

質

通
常
は
、
指
定
管
理
者
が

館
長
に
な
る
。
館
長
を
特
別
職

と
す
る
の
は
嘉
麻
市
版
指
定
管

理
者
と
言
え
る
。
こ
の
こ
と
に

よ
り
選
書
問
題
、
図
書
館
協
議

会
と
の
関
係
、
市
へ
の
政
策
提

言
問
題
そ
し
て
事
務
手
続
き
問

題
等
を
ク
リ
ア
す
る
気
が
す
る
。

司
書
な
ど
の
職
員
は
ど
う
す
る
。

生
涯
学
習
課
長

図
書
司
書
・

学
芸
員
・
事
務
職
員
な
ど
は
本

人
が
希
望
す
れ
ば
、
優
先
採
用

さ
れ
る
よ
う
指
定
管
理
者
仕
様

書
に
記
載
す
る
。

※

他
に
鳥
獣
被
害
防
止
対
策

を
質
問
。
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